
猪名川町告示第３７号 

 

猪名川町乳児等通園支援事業の認可に関する要綱をここに告示する。 

 

令和８年３月２０日 

 

猪名川町長 岡 本 信 司  
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猪名川町乳児等通園支援事業の認可に関する要綱 

 

令和８年３月２０日  

要 綱 第 ２ ７ 号  

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）及び

児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号。以下「施行規則」という。）に定め

るもののほか、法第３４条の１５に規定する乳児等通園支援事業を行おうとする者に係

る認可（以下「認可」という。）の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （認可等の基準） 

第２条 認可の基準は、法、施行規則、猪名川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例（令和７年条例第２１号）及びその他関係法令等に定めるところによ

る。 

（認可の申請） 

第３条 法第３４条の１５の規定により、乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者

は、乳児等通園支援事業認可申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（認可の決定等の通知） 

第４条  町長は、前条の認可を決定する場合は、乳児等通園支援事業認可決定通知書（様

式第２号）を、認可を不適当とする場合は乳児等通園支援事業認可不承認通知書（様式第

３号）を当該申請者に通知するものとする。 

（変更の届出） 

第５条 施行規則第３６条の３６第３項に規定する事項を変更するときは、乳児等通園支

援事業者認可変更届出書（施設名称等の変更）（様式第４号）によるものとする。 

２ 施行規則第３６条の３６第４項に規定する事項を変更するときは、乳児等通園支援事

業者認可変更届出書（建物その他の設備の変更等）（様式第５号）によるものとする。 

３ 町長は、前２項の届出があった場合は、その内容を審査し、乳児等通園支援事業者認可

変更承認・不承認通知書（様式第６号）を前条の規定により認可を受けた者（以下「事業

者」という。）に通知する。 

（廃止又は休止の申請） 
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第６条  乳児等通園支援事業を休止又は廃止しようとする事業者は、法第３４条の１５第

７項の規定に基づき、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書（様式第７号）を町長

に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めた場合は乳児等通

園支援事業休止・廃止承認通知書（様式第８号）を、不適当と認めた場合は乳児等通園支

援事業休止・廃止不承認通知書（様式第９号）を事業者に通知するものとする。 

（認可の取消し） 

第７条 町長は、法第５８条第２項の規定により認可を取り消すときは、乳児等通園支援事

業認可取消通知書（様式第１０号）により、事業者に通知するものとする。 

（立入調査） 

第８条 事業者は、町長が事業者の施設に対し、定期的に行う一般立入調査及び必要と認め

るときに行う特別立入調査（以下「立入調査等」という。）に協力しなければならない。 

２ 立入調査等は、調査の期日その他必要な事項を事業者に通知し行うものとする。ただし、

緊急の必要があるときは、この限りでない。 

（事故報告） 

第９条 事業者は、事業を実施している中で事故が発生した場合には、乳児等通園支援事業

事故報告書（様式第１１号）により、町長に速やかに報告するものとする。 

（関係書類の保存） 

第１０条 事業者は、本要綱に基づき作成又は受領した書類について、作成又は受領した日

の属する年度の翌年度から起算して、５年間保存しなければならない。 

 （個人情報の保護） 

第１１条 事業に携わる者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用児童又はその家

族の個人情報等を漏らしてはならない。この場合において、事業終了後及びその職を退い

た後も同様とする。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

 

乳児等通園支援事業認可申請書 

 

年  月  日  

猪名川町長 様 

所在地                

   届出者  氏名（又は名称）                

代表者氏名                

 

児童福祉法第３４条の１５の規定による認可を受けたいので、以下のとおり申請しま

す。 

 

１ 事業所の名称等 

事 業 所 の 名 称   

事 業 所 の 所 在 地   

区 分 
□ 一般型乳児等通園支援事業 

□ 余裕活用型乳児等通園支援事業 

設置者・事業者の主たる

事 業 所 の 所 在 地 

〒   -     

 

電 話:      

メール：  

設 置 者 ・ 

事 業 者 の 

代 表 者 

フリガナ  職 名  

氏 名  生 年 月 日   年  月  日 

事業の開始予定年月日 年   月   日 

 

２ 関係書類 

  別紙のとおり 
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様式第２号（第４条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

                      猪名川町長            

 

乳児等通園支援事業認可決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった乳児等通園支援事業については、児童福祉法第３

４条の１５第５項の規定により次のとおり認可します。 

 

１ 乳児等通園支援事業の事業所の名称 

 

 

２ 事業の種類   □一般型乳児等通園支援事業 

          □余裕活用型乳児等通園支援事業           

 

３ 乳児等通園支援事業の事業所の所在地 

 

 

４ 定   員       名 

 

 

５ 設置年月日 
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様式第３号（第４条関係） 

                                 第     号  

年  月  日  

 

          様 

                      猪名川町長            

 

乳児等通園支援事業認可不承認通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の認可については、下記によ

り不承認としたので通知します。 

 

記 

理由 

 

 

 

 

 

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、

猪名川町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。)。 

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、猪名川町

を被告として(訴訟において猪名川町を代表する者は猪名川町長となります。)、処分の取消しの訴えを

提起することができます(なお、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内であ

っても、この決定の日の翌日から起算して 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。)。ただし、上記 1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する決裁があつたこ

とを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第４号（第５条関係） 

 

乳児等通園支援事業者認可変更届出書（施設名称等の変更） 

 

年  月  日 

猪名川町長 様 

所在地                

   届出者  氏名（又は名称）                

代表者氏名                

 

児童福祉法第３４条の１５第２項の規定による認可を受けた事項に変更がありましたの

で、児童福祉法施行規則第３６条の３６第３項の規定に基づき、関係書類を添えて届出し

ます。 

 

１ 事業所の名称等 

事 業 所 の 名 称   

事 業 所 の 所 在 地 

〒   -     

 

電 話:      

メール：  

 

２ 変更事項 

  該当するものに〇をつけてください。 

変更事項 

 事業所の名称 

 事業所の種類 

 事業所の位置（所在地） 

 （法人又は団体の場合）定款、寄附行為その他の規約 

 

３ 変更内容 
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変更内容 

変更年月日 年    月    日 

変 更 前  

変 更 後  

変更の理由  

 

４ 関係書類 

  別紙のとおり 
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様式第５号（第５条関係） 

 

乳児等通園支援事業者認可変更届出書（建物その他の設備の変更等） 

 

年  月  日 

猪名川町長 様 

所在地                

   届出者  氏名（又は名称）                

代表者氏名                

 

児童福祉法第３４条の１５第２項の規定による認可を受けた事項を下記のとおり変更し

たいので、児童福祉法施行規則第３６条の３６第４項の規定に基づき、関係書類を添えて

届出します。 

 

１ 事業所の名称等 

事業所の名称   

事 業 所 の 所 在 地 

〒   -     

 

電 話:      

メール：  

 

２ 変更事項 

  該当するものに〇をつけてください。 

変更事項 

 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 

 事業の運営についての重要事項に関する規程 

 経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員 

 

３ 変更内容 

変更内容 
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変更年月日 年    月    日 

変 更 前  

変 更 後  

変更の理由  

 

４ 関係書類 

  別紙のとおり 
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様式第６号（第５条関係） 

                                 第     号  

年  月  日  

 

          様 

                      猪名川町長            

 

乳児等通園支援事業者認可変更承認・不承認通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の認可の変更については、下

記のとおりとしたので通知します。 

 

記 

  □承認 

 

  □不承認 

理由 

 

 

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、

猪名川町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。)。 

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、猪名川町

を被告として(訴訟において猪名川町を代表する者は猪名川町長となります。)、処分の取消しの訴えを

提起することができます(なお、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内であ

っても、この決定の日の翌日から起算して 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。)。ただし、上記 1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する決裁があつたこ

とを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第７号（第６条関係） 

 

乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書 

 

年  月  日 

猪名川町長 様 

所在地                

申請及び届出者   氏名（又は名称）                

代表者氏名                

 

児童福祉法第３４条の１５第７項の規定による認可の廃止又は休止をしたいので、以下

のとおり申請及び届出します。 

 

事 業 所 の 名 称 
 

 

事 業 所 の 所 在 地 

〒   -     

 

 

電 話:            メール： 

廃 止 又 は 休 止 及 び 

廃 止 の 理 由 

 

 

 

現に乳児等通園支援を

受 け て い る 児 童 

に 対 す る 措 置 

 

 

 

 

廃 止 又 は 休 止 

予 定 年 月 日 
年    月    日 
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（ 廃 止 の 場 合 ） 

財 産 処 分 
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様式第８号（第６条関係） 

                                 第     号  

年  月  日 

                                   

          様 

                      猪名川町長            

 

乳児等通園支援事業休止・廃止承認通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の休止・廃止については、承認

したので通知します。 

 

１ 乳児等通園支援事業の事業所の名称 

 

 

２ 事業の種類    □一般型乳児等通園支援事業 

          □余裕活用型乳児等通園支援事業 

 

 

３ 乳児等通園支援事業の事業所の所在地  

 

 

４ 休止・廃止予定年月日（期間） 

     年  月  日 

（   年  月  日から  年  月  日まで） 
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様式第９号（第６条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

          様 

                      猪名川町長            

 

乳児等通園支援事業休止・廃止不承認通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった乳児等通園支援事業の休止・廃止については、下記

により不承認としたので通知します。 

 

記 

 

理由 

 

 

 

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、

猪名川町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。)。 

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、猪名川町

を被告として(訴訟において猪名川町を代表する者は猪名川町長となります。)、処分の取消しの訴えを

提起することができます(なお、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内であ

っても、この決定の日の翌日から起算して 1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。)。ただし、上記 1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する決裁があつたこ

とを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第１０号（第７条関係） 

                                 第     号  

年  月  日  

 

          様 

                      猪名川町長               

 

乳児等通園支援事業認可取消通知書 

 

 

  年  月  日付け    第    号で認可を行った乳児等通園支援事業の認可

については、下記のとおり取消しますので、通知します。 

 

記 

１ 事業所名 

 

２ 事業の種類  □ 一般型乳児等通園支援事業 

□ 余裕活用型乳児等通園支援事業 

 

３ 所在地 

 

 

４ 認可取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、

猪名川町長に対して審査請求をすることができます(なお、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して 3 箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると審査請求をするこ

とができなくなります。)。 

2 この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、猪名川町を

被告として(訴訟において猪名川町を代表する者は猪名川町長となります。)、処分の取消しの訴えを提

起することができます(なお、この決定があつたことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内であって
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も、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなく

なります。)。ただし、上記 1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する決裁があつたことを知

った日の翌日から起算して 6箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。 
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様式第１１号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

乳児等通園支援事業事故報告書 

 

事業所名  記入者氏名  

事故に 

あった児童 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

住所 

 年齢  

氏名  性別  

保護者氏名  

発生日時 年  月  日  曜日  時  分頃 

発生場所  

発生時の体

制 
児童数 

 教育・保育

等従事者数 

 

児童の症状 

負傷箇所  

負傷内容  

事故に至る

経過及び発

生後の処置 

 

＊当日登園

時からの健

康状況、発生

時の処置、経

過、当該児童

の保護者へ

の連絡を含

め、可能な限

り詳細に記

入 

日時 内容 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関で

の処置 

医療機関

名 

 

傷病名  

処置  
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事故発生の

要因や今後

の防止策等 

 

 

 


